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「第２次豊橋市地球温暖化対策地域推進計画改訂版(素案)」についての意見募集結果 

 

１．パブリックコメントの概要 

（１）意見募集期間：令和８年２月２日(月)から令和８年３月４日(水) 

（２）意見提出者数：２人（ホームページ２人） 

（３）意見件数  ：２件  

 

２．意見の概要と市の考え方 

 寄せられた意見の概要及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。 

No. 頁 意見の内容 
意見に対する 

市の見解 

１ 

29 

| 

30 

農業分野のクリーン技術の導入でヒートポンプが入ってますが、温室の暖

房用としてのヒーポン活用は、昨今の電力量単価の上昇によってヒーポンに

よるコスト削減効果は乏しく、投資回収年数が長大化する傾向にあります。

そのためいたずらな普及促進は農家に投資による経営の圧迫を引き起こしか

ねません。 

脱炭素化を推進するならボイラの高効率化、ガス化を推進した方が費用対効

果に優れています。 

 

官民連携による中小企業への脱炭素経営の支援について 

愛知県実施の省エネ補助金について、神奈川県などの先進事例では補助金

の申請要件として外部の省エネ診断を義務付けています。これによって効果

の高い設備導入への誘導・ふるい分けが可能です。 

省エネ診断は省エネセンターの最適化診断がメジャーですが、診断は有料

となっており、零細企業の受診へのハードルとなっています。無償省エネ診

断を市として実施するか、診断の実費を補助する等の政策が有効です。 

まずは事業者にエネルギー消費傾向を知っていただき、運用改善による削

減を優先させるべきと考えます。 

今後、計画を

推進してい

く上での参

考にさせて

いただきま

す。 
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No. 頁 意見の内容 
意見に対する

市の見解 

２ - 

ヒートアイランド現象への切り札として、地中熱ヒートポンプの導入があ

り、ぜひ本案に盛り込んで頂きたいと思います。 

現在豊橋公園で行われている工事は、「既存樹木の大量伐採」「室内運動施

設等からの排熱によるヒートアイランド現象」「生物多様性の消失」「児童遊

園内への駐車場・ロータリーの建設」等、多くの問題が指摘されています。 

本案 P.42（2）課題に「市街地の緑地は、市民生活の安らぎや、生物多

様性の保全だけでなく、気温の上昇を抑え夏季の冷房負荷を軽減する効果も

あり、適切に保全・拡大していく必要があります」とあり、（3）基本目標の

推進に向けた施策には、「市街地においては、生活に安らぎを与え気温上昇

緩和機能を有する、都市公園の整備や道路の緑化、公共施設をはじめとした

屋上・壁面緑化など市街地の緑化を進める」とあります。 

また、第 3次豊橋市環境基本計画 P.32 にも、「生物多様性の保全を推進す

ることにより、次世代への自然資源の継承と温室効果ガスの吸収源対策につ

ながる」「地域の自然資源を観光資源として活用することで、経済効果につ

ながる」「市民が散策したくなるよう身近な自然環境を守り育てることによ

り、多様な世代の健康増進につながる」とありますが、豊橋公園においては、

全く矛盾した基本計画が通ろうとしています。 

歩車分離信号交差点からアリーナ南側へと続く並木道は、豊橋公園全体の

中で最も景観が良く、一歩踏み入れると高原のような爽やかな空気が感じら

れる場所でもあります。伐採せず生かせば、既存樹による木陰のある憩い空

間での出迎えは、造成地に作られた他のアリーナとは一線を画した印象を来

場者に与え、観光や若い世代の移住にもつながると思います。歩行者の導線

を、景観を損なうロータリーや駐車場等で分断・迂回させることなくスムー

ズに結ぶことにもなります。 

豊橋の巨木・名木 100 選の貝塚伊吹は、駐車場を武道館跡地付近に移動す

ることで保全できますが、シノブは、市民プールからの湿気もなく、周辺樹

木も伐採されてしまい、環境の悪化を補う対策が必要です。近くに噴水やビ

オトープなどを設けることで、湿気を補う工夫をしてはいかがでしょうか。

保存樹木をつなぐ帯状に、足にやさしい散歩道として土や草地を残し、樹木、

セミやトンボ、蝶、コオロギなどの虫や野鳥などの生態系の破壊を少しでも

軽減する配慮も必要でしょう。弓道場周辺も、鶯や昔の神社を偲ばせる木々

など豊かな自然が感じられる場所であり、ぜひ保全する様お願い申し上げま

す。 

これ以上公園の樹木を伐採せず、地中熱ヒートポンプの導入や屋上・壁面

緑化で温暖化対策を進め、雨水貯留槽の設置も推進するなど、せっかくの素

晴らしい温暖化対策計画を実効性のあるものにして下さい。 

参考意見とし

て受け止めさ

せていただき

ます。 


